
 - 1 - 

会  議  録 

 

１ 会議名 平成２０年度第４回宇都宮市上河内自治会議 

２ 開催日時 平成２０年７月１５日（火） 午後２時３０分～３時３０分 

３ 開催場所 宇都宮市上河内地域自治センター 大会議室 

４ 出席者 【委員】江連俊，手塚敏子，沼田良，古橋悟一，青木定夫，江連功， 

斎藤功，齋藤和之，佐藤きよ子，塩井洋子，柴田征男，手塚光彦， 

古橋正好，松田仁一，和田春海，大木清茂，小野三朗，佐藤和男 

【事務局】上河内地域自治センター所長，地域経営課長， 

地域経営課主幹，地域づくり課長補佐，保健福祉課長，産業土木課長，

地域経営課職員 

５ 公開・非公開 公開 

６ 傍聴者数 【傍聴者】なし 

【記者】なし 

７ 会議経過 １ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 協議事項 

  １）｢合併市町村基本計画の執行状況｣の答申について 

  ２）まちづくりの提案に向けた今後の予定について 

４ その他 

５ 閉会 

 

 

議     事 

３ 協議事項 １）｢合併市町村基本計画の執行状況｣の答申について 

       ２）まちづくりの提案に向けた今後の予定について 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

・協議事項の（１）「合併市町村基本計画の執行状況」の答申について

を議題とする。 

・前回自治会議において，答申書（案）を確認しているが，さらに，

検討を要する部分があるか，各委員から意見を求める。 

 

【答申項目】 

・「地域のめざす姿」  

・「合併市町村基本計画における主要事業の推進」 

早急な整備が必要な事業 
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会 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 事務局 

 

 

 

 

 「児童の健全育成環境の整備」～ 

 「中学校校舎整備事業・中学校体育館整備事業」～ 

整備に向けた早期検討が必要な事業 

 「生涯学習センター整備事業」～ 

 「地域交流館整備事業」～ 

 「上水道事業統合整備」～ 

 「農産物直売所等整備事業」～ 

計画期間内での適切・確実な執行が必要な事業 

 「スマートＩＣ恒久設置事業」～ 

 「中里原土地区画整理事業」～ 

継続的な執行が必要な事業 

 「道路新設改良事業」～ 

 「公共下水道整備事業」～ 

 「農道整備事業」～ 

 「林道整備事業」～ 

・『「魅力ある北部地域の拠点」づくりに向けて』 

 「大型商業施設（仮称：モラージュ上河内）の誘致促進」～ 

 「国・県道の整備」～ 

 

 （意見なし） 

 

・特に意見が無いようなので，文言等の調整は，私に一任いただき，

答申することを承認いただけるか。 

 

 （異議なし） 

 

・それでは，この答申書（案）を成案とする。 

・次に，協議事項（２）まちづくりの提案に向けた今後の予定につい

てを議題とする。事務局から説明願いたい。 

 

・まちづくりの提案に向けた今後の予定は，各グループ会議において

も説明しているが，自治会議としての共通認識を図るため，再度，

説明する。 

・まちづくりに関する施策の提案時期は，来年の 2 月を目途としてい

る。これを達成するためには，３グループがそれぞれ同じスケジュ
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

事務局 

ールで活動する必要があり，提出までの流れを３段階に整理した。 

・現在，各グループは，それぞれが設定したテーマに基づき，地域に

は「何があるのか」，「何が足らないのか」，「何が必要なのか」を検

討している。 

・第１段階（７月から９月）の活動としては，簡易的な地域住民の意

向調査を実施しながら，テーマごとの内容を整理し，９月下旬に予

定している第５回自治会議において，総合的な視点から全体調整を

行う。 

・第２段階（１０月から１２月）の活動としては，第５回自治会議に

おいて整理した「地域の目指す姿」と「実現させるための手法」を

地域に示し，地域住民や各種団体との意見交換会を実施する。その

結果を踏まえ，地域の総意として位置づける。第６回自治会議にお

いては，提案内容の整理と提案書の構成を協議する。 

・第３段階（１月から２月）の活動としては，「地域の目指す姿」と「実

現させるための取り組み」を，地域住民の総意として，提案書にま

とめ上げ，第７回自治会議において内容を確定させる。「まちづくり

に関する施策の提案書」は，行政に対して提案するとともに，地域

住民に対しては，共通認識を図るための周知を行う。 

 

・今の説明について，各委員から意見を求める。 

・提案書としてまとめ上げる間に，自治会議を３回予定しているが，

その間の活動スケジュール案は事務局で持っているのか。 

 

・自治会議の間の具体的な活動スケジュールは，事務局としての明快

な案は持っていない。活動状況に合わせながら皆さんと共に考えて

行きたい。自治会議の間に月１回ペースでグループ会議を行い地域

住民の意向をつかむためのアンケートやヒアリングをしたり，関係

団体から意見を聞いたり，各グループで相談しながら活動していた

だきたい。大まかなスケジュールとして第１段階から第３段階まで

あるが，細かな動きについては，活動状況を見ながら考えていきた

い。 

・パブリックコメントは行うのか。地域住民の総意とするなら行った

ほうが良い。 

 

・第２段階の中で地域との意見交換を予定している。最終段階である
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会 長 

 

委 員 

 

 

事務局 

 

委 員 

 

 

事務局 

 

会 長 

 

 

 

 

 

会 長 

第３段階の中でも地域住民の意見を吸い上げる必要があると考えて

いる。手法については，今後検討し，何かしらの対応をする。 

 

・今の説明について，各委員から意見を求める。 

 

・昨年度の最後に実施した第７回自治会議でのスケジュール資料と今

回のスケジュールは合致しているのか。 

 

・若干のずれはあるが，基本的な流れは同じである。 

 

・答申が済んだ後は，まちづくりに関する施策の提案に向け，力を注

いでいくということでよいか。 

 

・はい 

 

・状況が変わればスケジュールを見直す。活動しながら考えることが

重要である。 

・現状での大まかなスケジュールについては，この案でよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

・このスケジュールに沿って，グループ会議の活動を進めていただき

たい。 

 

４ その他 

会 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

会 長 

・その他の件で，委員や事務局から何かあるか。 

 

・第１回自治会議において，提案いただいた答申内容の地域報告につ

いて，広報グループでの検討結果を報告したい。 

【提案内容】 

・答申内容については，地域に報告する必要があり，報告するにあた

っては，主要事業の進捗状況がわかりやすいように，プロジェクタ

ーなどを使うやり方も検討する必要がある。 
 

・検討結果の報告を願う。 
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委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

委 員 

 

会 長 

 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報グループにて検討した結果を報告する。 
・この自治会議の活動状況を含め，答申内容を地域に伝えることは，

大変重要と考えるので，地域の情報紙である｢かみかわち地域だよ

り｣に掲載するとともに，今後，予定されている地域住民や各種団体

とのまちづくりに関しての意見交換の際に，報告してはどうかとの

結論に達した。 
・なお，プロジェクターなどを使ったやり方については，今の段階で

は難しい。これは，現時点では全ての主要事業について，進捗が確

認できる状況でないことや何をどのように見せるかなど，整理され

ていない部分が多数あるためである。今後，条件が整った段階で，

再度，検討する必要がある。 
 

・広報グループとしての検討結果である。各委員の意見を伺いたい。 
 

・この検討結果について，各委員の意見を求める。 

・提案した委員の意見を求める。 

 

・現状に即した検討結果だと考える。 

 

・この件については，この検討結果でよいか。 

  

（異議なし） 

 

・その他の件で，委員や事務局から何かあるか。 

 

・前回の会議の際に出た質問について，口頭で説明する。 

 

【質問事項】 

・市内の中学生が学校体育館以外を使用して，部活動を実施している

状況について調査願いたい。また，減免措置が取れない理由につい

て調査願いたい。 

【回  答】 

・旧宇都宮市においては，中学生が一部施設を使用している事例はあ

るものの，一般の予約を優先し，空きがある場合に限り使用してい

る。使用料については，中学生以下の料金を徴収しており，減免等
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会 長 

 

 

 

会 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

の措置はない。 

・合併初年度については，激変緩和措置として，旧町の減免規定を引

き継いで運用していた。平成２０年度から宇都宮市の制度を基準に

一元化した。 

 

・今の説明について，各委員から意見を求める。 

 

（意見なし） 

 

・その他なければ，本日予定されている河内自治会議との「合同視察

研修報告会」及び「意見交換会」の日程について，事務局から説明

願いたい。 

 

・「合同視察研修報告会」と「意見交換会」について，説明する。 

・合同視察研修報告会については，ホテルニューイタヤにおいて午後

４時４０分から午後５時１５分までを予定している。上河内自治会

議の報告者については，会長から推薦のあった古橋副会長にお願い

する。河内自治会議の報告者は，松谷委員である。当センターを午

後３時４０分に出発する。 

・意見交換会については，同会場にて午後５時３０分から午後７時３

０までを予定している。 

 

・以上を持って，「平成２０年度第４回宇都宮市上河内自治会議」を終

 了する。    

 


